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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザーの指先のサイズにかかわらず、指先に
より表示画面に表示されている任意のボタンやアイコン
を確実に指示できるようにする表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置（情報処理装置１０）は、表示部
１１と、表示部１１の画面に設けられたタッチパネル１
２と、タッチパネル１２に対するタッチ操作を行うユー
ザーの指先の画像を撮像する指先撮像部１４と、指先撮
像部１４により撮像されたユーザーの指先の画像に基づ
き当該指先のサイズを検出し、検出した指先のサイズに
応じて、タッチパネル１２に対するタッチ操作により指
示される表示部１１の画面上の複数のボタン又はアイコ
ンの間隔を変更する制御部２１と、を備える。
【選択図】図２



(2) JP 2020-201664 A 2020.12.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部の画面に設けられたタッチパネルと、
　前記タッチパネルに対するタッチ操作を行うユーザーの指先を含む画像を撮像する撮像
部と、
　前記撮像部により撮像された前記画像に基づき、前記指先のサイズを検出し、当該検出
した指先のサイズに応じて、前記タッチパネルに対するタッチ操作により指示される前記
表示部の画面上の複数のボタン又はアイコンの間隔を変更する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記各ボタン又はアイコンの間隔を変更した場合に、前記表示部の画面
における当該各ボタン又はアイコンの位置情報を前記間隔の変更に合わせた値に変更し、
当該変更した各ボタン又はアイコンの位置情報に基づき前記タッチパネルに対するタッチ
操作により指示された前記表示部の画面上のボタン又はアイコンを検出する表示装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記指先のサイズとして当該指先の爪を示す画像部分の長さを検出し、
当該検出した当該指先の爪を示す画像部分の長さが予め設定された閾値を超える場合に、
前記各ボタン又はアイコンの縦方向の間隔を、前記検出された長さに応じて予め定められ
た長さに設定する請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記予め定められた長さを、前記爪を示す画像部分の長さ以上の値とす
る請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記指先のサイズとして当該指先の横幅を検出し、当該検出した横幅が
予め設定された閾値を超える場合に、前記間隔の変更として、前記各ボタン又はアイコン
の間隔を長くする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記各ボタン又はアイコンの間隔を長くしたとき、当該各ボタン又はア
イコンの一部が前記表示部の画面に収まらない場合には、ユーザーによる前記タッチパネ
ルに対するスクロール操作に応じて前記各ボタン又はアイコンをスクロール表示させる請
求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記間隔の変更として、前記各ボタン又はアイコンの画像を縮小するこ
とで、前記各ボタン又はアイコン同士の間隔を長くする請求項１乃至請求項５のいずれか
１つに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部の画面に設けられたタッチパネルに対するタッチ操作を入力する表示
装置に関し、特に、ボタン及びアイコンに対するタッチ操作を支援するための技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置では、表示部と、この表示部の画面に設けられたタッチパネルとを備え、表示
部の画面に表示されているボタンやアイコンが指などによるタッチ操作で指示されると、
このタッチ操作された位置がタッチパネルで検出され、このタッチ操作の位置に基づきそ
の指示されたボタンやアイコンが検出される。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の表示装置は、表示画面に対する接触を検知するタッチパネ
ル機能を備えた表示部と、アイコンが複数配置された操作画像を表示画面に表示する表示
制御部と、タッチパネル機能により検知されたユーザー操作を受け付ける操作受付部と、
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操作受付部によりアイコンを指示するユーザー操作が受け付けられると、アイコンの機能
を実行する制御部とを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１８－２０６０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、表示部の画面に複数のボタンやアイコンが所定の間隔で配置され表示されてい
るものとすると、ユーザーによっては、各ボタンやアイコンの間隔が狭すぎることがある
。例えば、爪を伸ばしているユーザーは、自分の指先で任意のボタンやアイコンを指示し
ても、指先の爪が隣りの他のボタンやアイコンに接触して、この他のボタンやアイコンを
指示してしまうことがある。あるいは、そのようなユーザーは、爪の先で任意のボタンや
アイコンを指示することがあるが、爪を痛めてしまう。また、手が大きくて、指先も大き
なユーザーは、自分の指先で任意のボタンやアイコンを指示しても、指先が隣りの他のボ
タンやアイコンに接触して、この他のボタンやアイコンを任意のボタンやアイコンと同時
に指示してしまうことがある。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑みなされたものであり、ユーザーの指先のサイズにかかわら
ず、表示画面に表示されている任意のボタン及びアイコンを指先で確実に操作可能にする
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一局面に係る表示装置は、表示部と、前記表示部の画面に設けられたタッチパ
ネルと、前記タッチパネルに対するタッチ操作を行うユーザーの指先を含む画像を撮像す
る撮像部と、前記撮像部により撮像された前記画像に基づき、前記指先のサイズを検出し
、当該検出した指先のサイズに応じて、前記タッチパネルに対するタッチ操作により指示
される前記表示部の画面上の複数のボタン又はアイコンの間隔を変更する制御部と、を備
え、前記制御部は、前記各ボタン又はアイコンの間隔を変更した場合に、前記表示部の画
面における当該各ボタン又はアイコンの位置情報を前記間隔の変更に合わせた値に変更し
、当該変更した各ボタン又はアイコンの位置情報に基づき前記タッチパネルに対するタッ
チ操作により指示された前記表示部の画面上のボタン又はアイコンを検出するものである
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ユーザーの指先のサイズにかかわらず、表示画面に表示されている任
意のボタン及びアイコンを指先で確実に操作することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態にかかる表示装置を適用した情報処理装置の外観を示す平面
図である。
【図２】本実施形態の情報処理装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】（Ａ）は本実施形態の情報処理装置における指先撮像部を示す平面図であり、（
Ｂ）は指先撮像部を示す断面図である。
【図４】（Ａ）は本実施形態の情報処理装置における表示部に表示される操作パネルの各
ボタンの座標及びサイズなどが記憶されたデータテーブルを概念的に示す図であり、（Ｂ
）は各ボタンの間隔が長くされた操作パネルの各ボタンの座標及びサイズなどが記憶され
た補正データテーブルを概念的に示す図である。
【図５】（Ａ）は図４（Ａ）のデータテーブルに基づき表示部の画面に表示された操作パ
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ネルを示す図であり、（Ｂ）は図４（Ｂ）の補正データテーブルに基づき表示部の画面に
表示された操作パネルを示す図である。
【図６】ユーザーの指先及び爪が表示部の画面上のボタンに接触している状態を示す側面
図である。
【図７】ユーザーの指先の爪の長さに応じて表示部の画面上の各ボタンＢの間隔を変更す
るための処理手順を示すフローチャートである。
【図８】指先撮像部によりユーザーの指先が撮像されている状態を示す平面図である。
【図９】一旦縮小されてから各ボタンの間隔が長くされて表示部の画面に表示された操作
パネルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態にかかる表示装置を適用した情報処理装置の外観を示す斜
視図である。また、図２は、本実施形態の情報処理装置の内部構成を示すブロック図であ
る。
【００１２】
　本実施形態の情報処理装置１０は、例えばスマートフォンやモバイル機器などであって
、表示部１１と、タッチパネル１２と、ハードキー１３と、指先撮像部１４と、ネットワ
ーク通信部（ＮＷ通信部）１５と、記憶部１８と、制御ユニット１９とを備えている。こ
れらの構成要素は、互いにバスを通じてデータ又は信号の送受信が可能とされている。
【００１３】
　表示部１１は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（Ｏ
ＬＥＤ：Organic Light-Emitting Diode）などから構成される。
【００１４】
　タッチパネル１２は、所謂抵抗膜方式や静電容量方式等のタッチパネルである。タッチ
パネル１２は、表示部１１の画面に配置され、当該タッチパネル１２に対するユーザーの
指先などの接触（タッチ）をその接触位置と共に検知し、表示部１１の画面に対するユー
ザーの指示を入力する。従って、タッチパネル１２は、表示部１１の画面に対するユーザ
ー操作が入力される操作部としての役割を果たす。
【００１５】
　また、情報処理装置１０は、ユーザー操作が入力される操作部として、上記のタッチパ
ネル１２に加えてハードキー１３を備えている。
【００１６】
　指先撮像部１４は、ユーザーの指先を撮像するためのものである。図３（Ａ）は指先撮
像部１４を示す平面図であり、図３（Ｂ）は指先撮像部１４を示す断面図である。図３（
Ａ）（Ｂ）に示すように指先撮像部１４は、情報処理装置１０の本体筐体１０Ａに形成さ
れた矩形状の窪み３１にはめ込まれたガラスなどの透光板３２と、窪み３１の底に設けら
れたレンズ３３及びＣＣＤなどの撮像素子３４とを備えて構成される。
【００１７】
　ネットワーク通信部１５は、不図示のＬＡＮチップなどの通信モジュールを備える通信
インターフェイスである。このネットワーク通信部１５は、ＬＡＮやインターネットなど
を通じて外部の端末装置に接続される。
【００１８】
　記憶部１８は、ＲＡＭ（Random Access Memory）などの記憶装置であり、各種のアプリ
ケーションプログラムや種々の情報等を記憶している。
【００１９】
　制御ユニット１９は、プロセッサー、ＲＡＭ（Random Access Memory）、及びＲＯＭ（
Read Only Memory）等から構成される。プロセッサーは、例えばＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、又はＭＰＵ（Mi
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cro Processing Unit）等である。制御ユニット１９は、上記のＲＯＭ又は記憶部１８に
記憶された制御プログラムが上記のプロセッサーで実行されることにより、制御部２１と
して機能する。
【００２０】
　制御ユニット１９は、表示部１１、タッチパネル１２、ハードキー１３、指先撮像部１
４、ネットワーク通信部１５、及び記憶部１８などと接続されている。制御部２１は、こ
れらの構成要素の動作制御や、当該各構成要素との間での信号またはデータの送受信を行
う。
【００２１】
　制御部２１は、種々の処理を実行する処理部としての役割を果たす。また、制御部２１
は、表示部１１の表示動作及びネットワーク通信部１５の通信動作を制御する機能を有す
る。また、制御部２１は、タッチパネル１２の検出出力に基づき表示部１１の画面に対す
るタッチ操作を検出すると共に当該タッチ操作により指定された表示部１１の画面の位置
を検出する。
【００２２】
　このような構成の情報処理装置１０において、ユーザーがタッチパネル１２にタッチ操
作すると、制御部２１は、タッチパネル１２の検出出力に基づきそのタッチ操作により指
定された表示部１１の画面の位置を検出する。そして、制御部２１は、そのタッチ操作さ
れた位置に重なる表示部１１の画面上のボタンやアイコンを検出して、この検出したボタ
ンやアイコンに予め対応付けられている処理を実行する。
【００２３】
　例えば、記憶部１８には、図４（Ａ）に示すような複数のボタンＢの座標及びサイズな
どが記憶されたデータテーブルＤＴ１が記憶されている。制御部２１は、このデータテー
ブルＤＴ１における各ボタンＢの座標及びサイズなどに基づき、図５（Ａ）に示すように
各ボタンＢを配置してなる操作パネルＧ１を生成して、この操作パネルＧ１を表示部１１
の画面に表示させる。
【００２４】
　そして、ユーザーがタッチパネル１２にタッチ操作すると、制御部２１は、タッチパネ
ル１２の検出出力に基づきそのタッチ操作された表示部１１の画面の位置を検出し、図４
（Ａ）に示すデータテーブルＤＴ１を参照して、そのタッチ操作された位置に重なる表示
部１１の画面上の操作パネルＧ１のボタンＢを検出し、この検出したボタンＢに対応付け
られている処理を実行する。
【００２５】
　しかしながら、図５（Ａ）に示すように表示部１１の画面に、複数のボタンＢが縦方向
に所定の間隔Ｊで配列され表示されているものとすると、ユーザーによっては、各ボタン
Ｂの間隔Ｊが狭すぎることがある。例えば、爪を伸ばしているユーザーは、図６に示すよ
うに自分の指先で任意のボタンＢを指示しても、指先の爪が当該任意のボタンＢの縦方向
隣りの他のボタンＢに接触して、この他のボタンＢを指示してしまう。ここで、縦方向と
は、例えば、表示部４７３の表示画面に表示されたボタン等をユーザーが指先で操作する
場合に、指先の画像と爪の画像とが並ぶ方向である。
【００２６】
　そこで、本実施形態では、制御部２１は、指先撮像部１４により撮像されたユーザーの
指先の画像を取得し、この指先の画像に対して画像処理を施して、この指先の爪の長さＬ
を検出する。例えば、制御部２１は、当該指先の画像から、画像処理により、画像の色及
び検出した輪郭に基づいて、当該指先の画像を抽出する。更に、制御部２１は、当該指先
の画像の輪郭の外側に位置する画像を爪の画像として検出し、当該爪の画像の輪郭を更に
抽出する。続けて、制御部２１は、指先の画像の輪郭から爪の画像の輪郭（指先の画像の
輪郭から遠い方の輪郭）までの長さを爪の長さＬとして検出する。そして、制御部２１は
、その検出した爪の長さＬが予め設定された閾値Ｋを超える場合に、表示部１１の画面上
の各ボタンＢの縦方向の間隔Ｊを、上記検出された爪の長さＬに応じて予め定められた長
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さＬ１に設定する。当該予め定められた長さＬ１には、爪の長さ毎に、この長さであれば
、ユーザーがボタンＢを操作したときに、当該ユーザーの爪が、当該ボタンＢに対して当
該爪の伸びる方向において隣接する他のボタンＢ（指先の画像からみて爪の画像が位置す
る側に隣接する他のボタンＢ）に接触しないとされる予め実験により測定した値が用いら
れる。
【００２７】
　また、例えば、当該予め定められた長さとして、爪の長さＬ以上の値を用いてもよい。
例えば、閾値Ｋを各ボタンＢの縦方向の間隔Ｊに等しく設定しておく。そして、爪の長さ
Ｌが閾値Ｋ（＝縦方向の間隔Ｊ）を超える場合に、各ボタンＢの縦方向の間隔Ｊを爪の長
さＬ以上に変更する。
【００２８】
　より具体的には、各ボタンＢの縦方向の間隔Ｊが０．５ｃｍに設定されていて、爪の長
さＬが閾値Ｋ（＝縦方向の間隔Ｊ）を超える１ｃｍであった場合は、制御部２１は、各ボ
タンＢの縦方向の間隔Ｊを０．５ｃｍから１ｃｍ以上に変更する。これにより、ユーザー
が指先で任意のボタンＢを操作したときには、指先の爪が当該任意のボタンＢとその縦方
向隣りの他のボタンＢの間のスペースに接触することとなり、他のボタンＢには届かず、
ユーザーが任意のボタンＢを操作したつもりが他のボタンＢを操作する、という誤操作が
生じない。
【００２９】
　詳しくは、制御部２１は、表示部１１の画面上の操作パネルＧ１における各ボタンＢの
縦方向の間隔Ｊがその検出した指先の爪の長さＬ以上となるように、図４（Ａ）に示すデ
ータテーブルＤＴ１における各ボタンＢの座標を変更して、図４（Ｂ）に示すような補正
データテーブルＤＴ２を生成する。そして、制御部２１は、補正データテーブルＤＴ２に
おける各ボタンＢの座標及びサイズなどに基づき、図５（Ｂ）に示すように互いの間隔Ｊ
が爪の長さＬ以上に変更された各ボタンＢを配置してなる操作パネルＧ２を既知の方法に
より生成して（或いは予め記憶しておき）、この操作パネルＧ２を表示部１１の画面に表
示させる。
【００３０】
　このとき、操作パネルＧ２における各ボタンＢの間隔Ｊが長くされるので、操作パネル
Ｇ２における一部のボタンＢが表示部１１の画面内（表示領域内）に収まらず、この一部
のボタンＢが表示されないことがある。この場合、制御部２１は、操作パネルＧ２の側端
にスクロールバーＳを表示させる。ユーザーがスクロールバーＳにタッチ操作すると、制
御部２１は、タッチパネル１２の検出出力に基づき操作パネルＧ２をスクロールさせる指
示があったと検出し、この指示に従って、操作パネルＧ２をスクロール表示させ、このス
クロール表示により、その表示されなかった一部のボタンＢを表示部１１の画面に順次表
示させる。あるいは、ユーザーがフリック操作やスワイプ操作によりスクロール表示を指
示すると、制御部２１は、タッチパネル１２の検出出力に基づきフリック操作やスワイプ
操作に基づく指示の入力を受け付け、当該スクロール表示を行う。
【００３１】
　同時に、制御部２１は、スクロールの方向や距離に応じて、上記補正データテーブルＤ
Ｔ２における各ボタンＢの座標を更新し、当該各ボタンＢの座標と表示部１１の画面にお
ける各ボタンの位置を整合させる。このため、制御部２１は、タッチパネル１２の検出出
力に基づき、タッチ操作された表示部１１の画面の位置を検出し、補正データテーブルＤ
Ｔ２を参照して、そのタッチ操作された位置に重なる表示部１１の画面上の操作パネルＧ
２のボタンＢを検出する。そして、制御部２１は、検出したボタンＢに対応付けられた指
示を受け付ける。
【００３２】
　次に、上記のようにユーザーの指先の爪の長さに応じて表示部１１の画面上の各ボタン
Ｂの間隔Ｊを変更するための処理手順を、図７に示すフローチャートなどを参照して説明
する。
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【００３３】
　制御部２１は、図４（Ａ）に示すデータテーブルＤＴ１における各ボタンＢの座標及び
サイズなどに基づき、図５（Ａ）に示すように各ボタンＢを配置してなる操作パネルＧ１
を生成して、この操作パネルＧ１を表示部１１の画面に表示させているものとする（Ｓ１
０１）。
【００３４】
　この状態で、ユーザーは、操作パネルＧ１における各ボタンＢのいずれかにタッチ操作
するか、又は一方の手の指先を指先撮像部１４の透光板３２に載せて、他方の手でハード
キー１３を操作する。
【００３５】
　例えば、ユーザーが各ボタンＢのいずれかにタッチ操作すると、制御部２１は、タッチ
パネル１２の検出出力に基づきそのタッチ操作された表示部１１の画面の位置を検出し（
Ｓ１０２「ボタン」）、図４（Ａ）に示すデータテーブルＤＴ１を参照して、そのタッチ
操作された位置に重なる表示部１１の画面上の操作パネルＧ１のボタンＢを検出し、この
検出したボタンＢに対応付けられている処理を実行する（Ｓ１０９）。この後、処理は終
了する。
【００３６】
　また、ユーザーが、指先を指先撮像部１４の透光板３２に載せて、ハードキー１３を操
作し、この操作を制御部２１が検出すると（Ｓ１０２「指先」）、制御部２１は、ハード
キー１３の操作に応答して指先撮像部１４によりユーザーの指先を撮像させて（Ｓ１０３
）、指先撮像部１４により撮像されたユーザーの指先の画像を取得する。更に、制御部２
１は、この指先の画像に対して画像処理を施して、この指先の爪の長さＬを検出する（Ｓ
１０４）。
【００３７】
　そして、制御部２１は、その検出した指先の爪の長さＬが予め設定された閾値Ｋを超え
るか否かを検出し（Ｓ１０５）、爪の長さＬが閾値Ｋ以下であると検出すると（Ｓ１０５
「Ｎｏ」）、Ｓ１０６以降の処理を行うことなく、すなわち、表示部１１の画面上の各ボ
タンＢの縦方向の間隔Ｊを変更することなく、Ｓ１０２の処理に戻る。
【００３８】
　また、制御部２１は、爪の長さＬが閾値Ｋを超えると検出すると（Ｓ１０５「Ｙｅｓ」
）、表示部１１の画面上の操作パネルＧ１における各ボタンＢの縦方向の間隔Ｊが、その
検出した指先の爪の長さＬ以上の値となるように、図４（Ａ）に示すデータテーブルＤＴ
１における各ボタンＢの座標を変更して、図４（Ｂ）に示す補正データテーブルＤＴ２を
生成し、この補正データテーブルＤＴ２における各ボタンＢの座標及びサイズなどに基づ
き、図５（Ｂ）に示すような操作パネルＧ２を生成して表示部１１の画面に表示させる（
Ｓ１０６）。このとき、制御部２１は、操作パネルＧ２の側端にスクロールバーＳを表示
させる。
【００３９】
　例えば、制御部２１は、上記指先の爪の長さＬ以上の値として、(i)上記指先の爪の長
さＬ、(ii) 上記指先の爪の長さＬに予め定められた一定値を加算した値、又は(iii) 上
記指先の爪の長さＬに予め定められた関数を乗算した値、のいずれかを用いる。なお、制
御部２１は、上記縦方向の間隔Ｊとして、上述した予め定められた長さＬ１を用いてもよ
い。
【００４０】
　この状態で、例えばユーザーがスクロールバーＳにタッチ操作するか又はフリック操作
やスワイプ操作を行うと、制御部２１は、タッチパネル１２の検出出力に基づき、スクロ
ールバーＳに対するタッチ操作又はフリック操作やスワイプ操作を検出して、操作パネル
Ｇ２をスクロール表示させる。同時に、制御部２１は、スクロールの方向や距離に応じて
、上記補正データテーブルＤＴ２における各ボタンＢの座標を更新して、当該各ボタンＢ
の座標と表示部１１の画面における各ボタンの位置を整合させる。そして、ユーザーが任
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意のボタンＢにタッチ操作すると、制御部２１は、タッチパネル１２の検出出力に基づき
そのタッチ操作された位置を検出し（Ｓ１０７）、図４（Ｂ）に示す補正データテーブル
ＤＴ２を参照して、そのタッチ操作されたボタンＢを検出し、この検出したボタンＢに対
応付けられている処理を実行して（Ｓ１０８）、図７に示す処理を終了する。
【００４１】
　以降、制御部２１は、情報処理装置１０の制御過程で操作パネルＧ１の表示が必要とな
ったときに、この操作パネルＧ１の代わりに、各ボタンＢの間隔Ｊが広げられた操作パネ
ルＧ２を表示部１１の画面に表示させる。従って、ユーザーは、自分の指先を指先撮像部
１４により一度撮像させると、以降、各ボタンＢの間隔Ｊが広げられた操作パネルＧ２を
操作することとなる。
【００４２】
　なお、上記実施形態では、ユーザーの指先の爪の長さＬが閾値Ｋを超える場合に、表示
部１１の画面上の各ボタンＢの縦方向の間隔Ｊをその爪の長さＬ以上に変更しているが、
同時に当該各ボタンＢの横方向の間隔を、変更後の間隔Ｊに合わせて予め定められた長さ
に変更してもよい。
＜変形例１＞
　変形例１では、指先撮像部１４により撮像されたユーザーの指先の画像を含む撮像画像
を取得して、この撮像画像に画像処理を施し、画像の色及び検出した輪郭に基づいて、当
該指先の画像を抽出し、更に、当該指先の画像の横幅を検出し、この検出した横幅に応じ
て、各ボタンＢの間隔Ｊを変更する。
【００４３】
　この場合、例えば図８に示すように指先撮像部１４の透光板３２の中央に横方向の基準
ラインＣＬを印しておく。ユーザーは、基準ラインＣＬを目安にして、自分の指先Ｆを透
光板３２に重ねて、ハードキー１３を操作する。制御部２１は、ハードキー１３の操作に
応答して指先撮像部１４によりユーザーの指先を撮像させて、指先撮像部１４により撮像
された撮像画像を取得し、画像処理により当該撮像画像から得られた当該指先の画像及び
その輪郭に基づいて、最大となる指先の横幅Ｈ（基準ラインＣＬに平行な幅のうち最大の
幅）を検出する。そして、制御部２１は、その検出した指先の横幅Ｈが予め設定された閾
値を超える場合に、表示部１１の画面上の各ボタンＢの縦方向又は横方向（縦方向に直交
する方向）の間隔を長くする処理を行う。
＜変形例２＞
　変形例２では、制御部２１は、各ボタンＢのサイズを少なくとも上記縦方向において縮
小し、かつ、これに合わせて、図４（Ａ）に示すデータテーブルＤＴ１における各ボタン
Ｂの座標及びサイズを変更して、操作パネルＧ１並びに各ボタンＢの縦方向の間隔Ｊを、
上述の爪の長さＬに応じて予め定められた長さ、又は爪の長さＬ以上の長さ、に設定して
なる補正データテーブル（図示せず）を生成し、これに基づいて、図９に示すような操作
パネルＧ３を生成し、この操作パネルＧ３を表示部１１の画面に表示させる。すなわち、
制御部２１は、各ボタンＢの画像を縮小することで、各ボタンＢ同士の間隔を長くする。
【００４４】
　このような操作パネルＧ３の表示領域は、元の操作パネルＧ１の表示領域が広がる程度
を、各ボタンＢのサイズを変更せずに間隔Ｊを長くする場合よりも抑えることができる。
このため、図９に示すように全てのボタンＢを表示部１１の画面に一度に表示させるか、
あるいは表示部１１の画面からはみ出すボタンＢの数を減少させることが可能になる。
【００４５】
　また、各ボタンＢのサイズが小さいので、ユーザーに対してはボタンＢのタッチ操作の
精度が要求されるが、各ボタンＢ同士の間隔Ｊが拡がるので、ユーザーが指先で任意のボ
タンＢを操作したときに、指先の爪が当該任意のボタンＢとその縦方向において隣接する
他のボタンＢに接触するおそれを低減することができる。
【００４６】
　なお、上記実施形態及び変形例では、表示部１１の画面に表示された各ボタンＢを例示
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しているが、複数のアイコンが表示部１１の画面に表示されている場合には、当該アイコ
ンを、上記のボタンＢと同様にして、ユーザーの指先の爪の長さ、横幅、縦幅などに応じ
て、縦方向又は横方向の間隔を変更してもよい。
【００４７】
　また、上記実施形態では、本発明に係る表示装置の一実施形態として情報処理装置を例
示しているが、他の種類の表示装置、例えば、医療機器、券売機等であってもよい。
【００４８】
　また、図１乃至図９を用いて説明した上記実施形態の構成は、本発明の一例に過ぎず、
本発明を当該構成に限定する趣旨ではない。
【符号の説明】
【００４９】
１０　　情報処理装置
１１　　表示部
１２　　タッチパネル
１３　　ハードキー
１４　　指先撮像部
１５　　ネットワーク通信部
１８　　記憶部
１９　　制御ユニット
２１　　制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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